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令和７年度第３回消費生活審議会会議録 

 

開催日時： 令和７年 10月 14日（火）午後２時 30分～４時 30分 

開催場所： １４１ビル５階エル・パーク仙台 セミナー室 

出席委員： 佐々木伯朗会長、岩渕文智委員、萱場律子委員、鈴木源一委員、 

髙山真里子委員、藤居法子委員、見田佳代委員、山田いずみ委員、 

渡辺淳子委員 

欠席委員： 吉永一行副会長 

市 民 局： 佐藤生活安全安心部長、柴田消費生活センター所長、伊藤消費生活係長 

古谷相談啓発係長、中村総括主任 

 

会議及び会議録の公開の取扱いについて 

（佐々木会長）会議及び会議録の公開の取り扱いについてですが、会議の公開につきま

しては、仙台市附属機関の設置及び運営の基準に関する要綱の規定によ

り、公開、非公開を審議会で決定することになっております。また仙台

市情報公開条例第７条各号に掲げる理由を取り扱う場合、その他非公開

とすることに相当の理由がある場合のみ非公開となりますが、本日はそ

れには該当しませんので、公開とすることでよろしいでしょうか。 

（一同異議なし） 

それでは本日の審議会は公開とさせていただきます。 

 

会議録署名委員について 

（佐々木会長）次に、会議録署名委員についてですが、会議録の署名につきましては、

私以外にもう１名の方からご署名いただきたいと思います。毎回名簿順

としておりまして、前回は岩渕委員にお願いしましたので、今回は萱場

委員にお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。（了承）ありがと

うございます。それでは萱場委員にお願いいたします。 

 

議題（１）次期仙台市消費生活基本計画中間案について 

（佐々木会長）では、議題に入ります。議題（１）「次期仙台市消費生活基本計画中間案

について」を事務局より説明願います。 

（センター）資料１をご覧ください。仙台市消費生活基本計画・消費者教育推進計画

中間案ですが、本計画につきましては、令和７年７月８日開催の第１回

仙台市消費生活審議会において、素案をお示しし、さまざまなご意見を

いただいたところです。今回ご説明させていただくのは、中間案という

ことで、素案からの主な変更点を中心にご説明をさせていただきます。

２ページをご覧ください。素案からの主な変更点としまして、各章で変

更した内容を朱書きで記載しております。第２章では、一つ目として図

表に最新年度のデータを追加しております。二つ目に、こども向け・高

校生向けアンケートによる意識調査結果を追加しました。三つ目として、
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第４章の「施策の方向」を一部修正しております。四つ目としては、施

策の柱ごとに「主な施策」及び「評価指標」を追加しております。３ペ

ージをご覧ください。ここからは、変更点の内容について、それぞれ具

体的に説明させていただきます。まず、一つ目の変更点として、図表２

～５のそれぞれの推移について、現在公表している最新のデータを追加

して掲載しております。高齢者世帯の増加、65歳以上の相談割合、若者

の相談件数、外国人住民の増加、ともに素案で記載した傾向に変わりは

ありませんでした。４ページをご覧ください。二つ目の変更点として、

14歳以下のこども向けアンケート結果として、図表 21と 22を追加しま

した。図表 21では、お金のことで困ったことがあった場合、誰に相談す

るかをたずねたところ、93.8％が「家族」と回答しました。図表 22 で

は、インターネットやスマートフォンで動画を見たり、ゲームをしたり

する際、家族に確認してから使っているかをたずねたところ、20.8％が

「確認せずに自由に利用している」と回答しました。５ページをご覧く

ださい。こちらは、高校生向けアンケート結果として、図表 23～25を追

加しております。図表 23 では、商品の購入やサービスの利用にあたっ

て、トラブルにあったことがあるかをたずねたところ、インターネット

による購入に関するトラブルが多く、図表 24 では、トラブルにあった

ときの相談窓口として、「仙台市消費生活センター」を知っているかをた

ずねたところ、82.6％が「知らない」と回答しました。また、図表 25で

は、消費生活に関する情報を得やすい媒体をたずねたところ、86.4％が

「ＳＮＳ（ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｘ、ＬＩＮＥなど）」と回答しました。６ペ

ージをご覧ください。柱のⅠ、Ⅲ、Ⅴの一部の施策の方向について、修

正した箇所を抜粋しております。まず施策の柱Ⅰの施策の方向のうち、

「３ 事業者に対する指導等」ですが、指導だけではなく情報収集から

調査・要請などの一連の対応を含むこととすることから、「３ 不適正な

取引行為への対応」に修正しました。また、「４ 個人情報保護施策の推

進」については、施策内容が消費者教育・啓発に関連することから、柱

Ⅱに含めることとし、柱Ⅰからは削除いたしました。施策の柱Ⅲの施策

の方向では、「３ 環境配慮行動に取り組む人材の育成」を、よりわかり

やすい表現として、「環境教育・食育の推進」に修正しております。施策

の柱Ⅴの施策の方向は、見守りの重要性が増していることを踏まえ、ま

ず本人への支援として「１ 高齢者等に対する支援」、そして二つ目に見

守る側への支援として「高齢者等の見守り活動に対する支援」に修正し

て、区分しなおしました。７ページをご覧ください。ここからは、施策

の柱ごとに追加しました「主な施策」と「評価指標」についてご説明い

たします。まず、施策の柱Ⅰの主な施策といたしましては、「商品・サー

ビスの安全性の確保のための監視指導」「適正な商品表示・計量の推進の

ための調査指導」「法令遵守等の取り組みに関する情報収集及び事業者

への要請」「災害時等緊急時の生活関連商品等の安定供給の確保」「消費
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者被害の未然防止・拡大防止」「国・県等の関係機関・団体等と連携した

消費者の安全・安心を確保」について記載しております。評価指標は３

つ挙げております。現計画から変更した点としましては、「１.食品表示

調査」の「調査件数」を、啓発も含めた件数にしております。また「３.

安全・安心への配慮」として、「商品やサービスを選択する際、表示や説

明を確認している市民の割合」を追加しました。８ページをご覧くださ

い。施策の柱Ⅱの主な施策は、「学校や家庭における消費者教育・啓発」

「年代や消費者の特性に合わせた講座の実施や消費者教育教材の作成・

配布」「地域等における消費者教育・啓発」「消費生活や消費者被害防止

についての情報提供・啓発・講座開催」「地域人材の育成、消費生活相談

員のスキル向上、市民活動団体への支援」「教育委員会をはじめとした関

係機関・団体等と連携した消費者教育・啓発を推進」について記載して

おります。評価指標は、２つです。現計画から変更した点は、「２.学校

における消費者教育の推進」を追加し、「① 消費者教育出前講座の実施

回数」と「② 講座アンケートで内容が『参考になった』と回答した割

合」を挙げております。９ページをご覧ください。施策の柱Ⅲの主な施

策は、「持続可能な社会を目指すライフスタイルの推進」「持続可能な社

会を目指すビジネススタイルの推進」「環境教育・食育の推進」「市民や

事業者、学校等、多様な主体と連携し、環境配慮行動の輪を広げる」に

ついて記載しております。評価指標は２つです。現計画からの変更とし

て、新たにエシカル消費の認知度について追加しております。10ページ

をご覧ください。施策の柱Ⅳの主な施策は、「消費者被害の未然防止・拡

大防止」として、「被害拡大が懸念される相談事例や注意喚起情報の提

供」や「相談窓口の周知による消費生活センターの認知度向上」、「消費

者被害の救済」として、「消費生活条例に基づく助言及びあっせん等」「特

定適格消費者団体を目指す団体に対する支援」、「消費生活相談の充実」

として、「研修の受講等による消費生活相談員の専門的知識の向上」「国

が推進する消費生活相談のデジタル化の動向を注視」「多重債務者や外

国人住民等からの相談には、必要に応じて関係機関・団体と連携」につ

いて記載しております。11ページをご覧ください。評価指標は、センタ

ーの認知度と消費者被害防止の取り組みとして日頃気をつけているこ

とについての２つを挙げております。12ページをご覧ください。施策の

柱Ⅴの主な施策は、「高齢者等に対する支援」として、「防犯・悪質商法

等をテーマとした出前講座の実施」「配食サービス事業者・団体等との連

携による注意喚起情報等の提供」、それから「高齢者等の見守り活動に対

する支援」として、「講座の実施・啓発物品の提供・見守りガイドブック

の配布」「福祉部署との連携による見守り活動の担い手の育成」、「関係機

関・団体等との情報共有を通し、見守りネットワークづくりの推進」に

ついて記載しております。評価指標は２つ挙げており、現計画の指標で

もある、「配食サービス配達時の注意喚起チラシの配布」や「くらしのセ
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ミナーの実施回数」のほか、「講座アンケートで内容が『参考になった』

と回答した割合」を新たに追加しております。 

議題（１）「次期仙台市消費生活基本計画中間案について」の説明は以上

となりますが、吉永副会長より、事前に送付した会議資料に対しまして、

ご意見・ご質問をいただいております。この内容につきまして、ご紹介

しつつ、事務局からの回答をさせていただきます。質問とご意見として

５つ頂戴しております。第２章関係で、「前計画期間を通しての相談件数

や相談内容の推移が示されるとよいと思いますがいかがでしょうか。計

画の中で示される取組は、それを行うこと自体というよりは、消費者被

害の発生の防止につながることが重要であるからです。」といただきま

した。ご意見を踏まえ、第２章の「１ 消費者を取り巻く状況」の末尾

に参考情報として過去５年間の相談件数と令和６年度の相談概要を追

記いたしたいと考えております。追記分につきましては、最終案にてお

示しする予定です。次に、「消費生活に関する注意喚起情報を得やすい媒

体としてＳＮＳが伸びているのは、ＳＮＳ上に意識的に情報が流される

ようになったからなのでしょうか。それとも、単にＳＮＳ利用時間が伸

びているというだけの理由なのでしょうか。言い方を変えると、ＳＮＳ

上に十分に注意喚起情報が出るようになってきているのでしょうか、そ

れとも情報はまだまだ足りない状況になるのでしょうか。次期計画がそ

うした分析に基づいて立てられるとよいと思いました。」といただきま

した。こちらは、ＳＮＳ利用者が増えていることをお示ししたグラフで、

現在、消費生活センターでは、ＳＮＳを活用した広報としてはＹｏｕＴ

ｕｂｅでの広告のみであることから、今後、ＹｏｕＴｕｂｅ以外のＳＮ

Ｓ媒体を活用した広告について予算も含め、検討していきたいと考えて

いるところです。次に、「質問というより感想となりますが、伊達学園の

アクセス数が大きく伸びた一方、高校生向けアンケート（14ページ）で

トラブルにあった時の相談窓口として「仙台市消費生活センター」を知

っている人が少数であることが意外でした。「アクセスした」ことが「必

要な知識が身についた」ことにうまくつながっていないのであれば、見

せ方の工夫が必要と感じます。」といただきました。「伊達学園」のアク

セス数が大幅に伸びた理由としましては、令和３年度に一人一台端末が

配備されて以降、小中学校を中心にアクセス数が伸びたものと認識をし

ております。アンケート結果を踏まえ、今年度より、高等学校向けに作

成している教材の配布時に、「伊達学園」の紹介を併せて行うことといた

しました。「伊達学園」の周知はもちろんのこと、学校と連携した出前講

座や他の広報媒体も活用するなどし、引き続き、センターの認知度向上

に努めていきたいと考えているところでございます。続きまして、第４

章関係で２ついただいております。一つ目が「目標の数字が適切なのか

どうかを考える際の参考になる数字を示してはいかがでしょうか。例え

ば、食品表示に関する調査・啓発や計量に関する検査については、仙台
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市内で許可・届出を受けている食品販売業者の数を示して、何カ年かの

計画で進めていることを示すとか、伊達学園へのアクセス数については

仙台市内の児童・生徒数に照らして何回見てもらう計算になるといった

ようなことを記載してはいかがでしょうか。」といただいております。例

としてお示しいただきました食品表示につきましては、仙台市内で許

可・届出を受けている販売業者のなかで、遵守状況調査の対象品目を取

り扱っていることを把握している業者を約２年に一度調査する計画と

なっております。しかし今般、店舗の閉店が相次いでいることから、次

期計画では、新たな調査対象店舗の追加を見込むとともに、食品衛生責

任者に対する啓発も視野に入れ、現計画と同様の目標値としています。

また、計量検査は、計量法で２年に一度定期検査を受検することが定め

られていますが、検査エリアを区ごとに分けている都合上、検査数が多

い年と少ない年がございます。そのため、目標値は、確実に検査を遂行

することを目標とした数値としております。伊達学園につきましては、

児童・生徒だけではなく一般の市民にも見ていただくことを想定し、現

在のアクセス数を上回る目標値を設定しているところです。最後に、「前

計画において、高齢者・障害者向けセミナーの実施回数、見守りの担い

手となる団体向けのセミナーの実施回数は、コロナの影響もあって目標

を大きく下回っており、第２章（10ページ）では「開催方法の工夫など

により、取り組みを推進する必要があります」とされています。しかし、

第４章（27ページ）では令和６年度実績値とほぼ同じ程度の回数が目標

値とされており、記述が整合していないと感じました。セミナーの実施

回数を増加させるために何か具体的な開催方法の工夫がないのか、ある

いはセミナーに代わる方法で情報提供をしていくことができないのか

知りたいと思いました。またそもそも、こうした点で目標を達成できな

かったことが、他での目標不達成に影響することはなかったかについて

も、事務局のご感触をうかがってみたいと思います。」といただきまし

た。まずは、消費生活センターで取り組む出前式の講座には、地域向け

に行っている「くらしのセミナー」と学校向けに行っている「消費者教

育講座」の２種類ございます。23ページの評価指標の２の①をご覧くだ

さい。これまでも実施していましたが、計画に記載していなかった「消

費者教育講座の実施回数」を今回新たな指標として記載しました。くら

しのセミナーはコロナ禍を経て減少しましたが、消費者教育講座は、成

年年齢引き下げ以降、それまで十数回程度だった回数が、20回を超える

実績となっているところでございます。「くらしのセミナー」の開催方法

の工夫についてですが、出前講座は、相談員が相談対応を離れての取り

組みとなるため、なるべく多くの方にお集まりいただけるよう１回あた

り 20 人以上を目安として実施してきましたが、コロナ禍を経た現状も

踏まえ、今年度より、社会学級など、20人に達しない地域団体等に対し

ては、10名程度でも引き受け可能な旨の広報を始めたところです。また、
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学校現場からは、複数のクラスを一同に集めて授業を設定することが難

しいこと、一方で、センターの負担も考慮すると、各クラスごとの講師

派遣も依頼しにくいとの声もありました。この点については、例えば、

授業の一部をオンラインでつなぎ、ゲストティーチャーとしてワンポイ

ントアドバイスをするといった講座のあり方も今後検討していければ

と考えているところです。また、直接的な講座開催方法の工夫には該当

しませんが、先月、これまでメールや FAXのみとしてきた講座の申し込

み方法を、せんだいオンライン申請システムを活用し、電子でもお申し

込みいただけるよう改善いたしました。より多くの方が講座案内にアク

セスし、ご活用いただけるよう引き続き周知してまいります。センター

からの回答は以上となります。資料については、主に資料１で変更点を

ご説明させていただきましたが、資料２が中間案の概要版で、資料３が

本編になりますので、併せてご覧ください。説明は以上となります。 

（佐々木会長）だたいまの事務局からの中間案等の説明について、ご質問やご意見など

がありましたらお願いいたします。 

（鈴 木 委 員）出前講座について、高校生向けの出前講座もされていると思いますが、

消費生活センターの認知度が非常に低いという印象受けましたので、も

う少し何か刺さるような講座をやっていただくと良いのかと思いまし

た。また、講師はどなたが務めていらっしゃるのでしょうか。 

（セ ン タ ー）基本的に消費生活相談員が講師を務めております。 

（鈴 木 委 員）消費者市民ネットとうほくの会員が学校への講座をしておりまして、学

校関係者の方々とお話をする中で、講師に適任の方がいないので、保険

会社から派遣してもらっていると伺いました。ニーズはあると思うので、

もっと積極的にやっていただければ認知度も上がり、被害防止にも役立

つのではと思います。それからもう１点ですが、食品表示に関する調査

啓発ですが、対象の事業者はどういったところでしょうか。 

（セ ン タ ー）食品表示に関しましては、東北農政局、宮城県、仙台市で役割分担があ

りまして、基本的に仙台市域のみで販売をしている事業者が対象となり

ます。 

（鈴 木 委 員）スーパーの総菜なども入るということですね。 

（セ ン タ ー）はい。全国チェーン店になると、国が担当になりますが、仙台市内だけ

で販売をしているところは仙台市が担当します。 

（佐々木会長）２点ご意見をいただきましたが、１点目のセンターの認知度について改

善策についてご意見をいただきましたが、それについてはいかがでしょ

うか。 

（セ ン タ ー）小・中は仙台市立の学校が主となるので、教育委員会を通して周知を図

ってきたところですが、高校は市立学校が少ないこともあり、なかなか

周知が行きわたっていなかったのかと考えております。広報などは県の

高校教育課からご協力をいただきまして、周知や講座の案内をさせてい

ただいておりますので、引き続き周知を図っていきたいと考えておりま
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す。私たちの講座では相談員が講師を務めますが、講座の種類によって

は、弁護士やＪ-ＦＬＥＣなど専門家の方の協力のもと講座を開催する

こともあります。 

（佐々木会長）伊達学園へのアクセス数は非常に伸びている一方で、アンケートでは消

費生活センターを知っている生徒はそれほど多くないというグラフが

出ています。アクセス数は、同じ人が何回もアクセスしている可能性も

あると思いますが、どれぐらいの人が伊達学園にアクセスしているのか

を調べる適当な方法があるかお伺いしたいと思います。 

（セ ン タ ー）30分程度の間にアクセスしたものは１人としてカウントされますが、あ

る程度の時間を置いてからアクセスをすると再度カウントされると聞

いております。同じ人が何回もアクセスしているのかどうかを解析する

のは現状では難しいと考えております。 

（佐々木会長）アクセスしたことがあるかどうかを聞くことでもいいのではと思います。 

（セ ン タ ー）学校対象のアンケートなどご協力いただける機会に併せて聞くことも検

討したいと思います。 

（岩 渕 委 員）同じく認知度についてですが、目標の 50％に届かなかったということで

すが、どこから情報を知り得たかについて、アンケートは取っていたの

でしょうか。その点を知ることで目標値にどのようにアプローチしてい

ったらいいか見えてくるのではないかと感じました。 

（セ ン タ ー）市民意識調査は５年に１度の計画策定にあわせて実施しているものです

が、次回はその点も踏まえて検討したいと思います。 

（佐々木会長）仙台市の地下鉄からＪＲに向かう通路を歩いていますと、目に飛び込ん

でくる広告がありますが、そういったところをもっと増やすということ

でも認知度は上がってくると思いますので工夫していただければと思

います。 

（髙 山 委 員）ＳＮＳで初めて広告を見ました。単に１８８がありますと繰り返すだけ

では効果がないかもしれません。学生向けには伊達学園があり、高齢者

向けには講座の開催などがありますが、中間層に対して騙される例を見

てもらえるようなサイトがあってもいいと思いました。 

（セ ン タ ー）宮城県でＴＶｅｒやテレビＣＭなどをやっていると伺っておりますので、

宮城県の消費生活センターの方のＣＭかと思います。仙台市ではホーム

ページにＦＡＱを掲載して事例を掲載していますし、国民生活センター

のページも充実しているので、そういったところにうまく誘導できるよ

うにしていきたいと考えています。今後参考にさせていただきたいと思

います。 

（山 田 委 員）認知度についての質問で「業務内容も知っている市民の割合」にすると

いつまでも伸びないのではないかと思っています。消費生活センターの

業務内容を明確に答えられないために伸びていないのではと思いまし

た。困ったときの相談先が消費生活センターであることを知っているか

どうかが重要だと思うので、取引関係でトラブルがあったときには、消
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費生活センターがあるということに繋がるような質問をした方が目標

値を達成できるのではないかと思います。もう１点は、施策の方向で「環

境教育・食育の推進」のところですが、「教育」というと若い年代を想定

してしまうのですが、施策の方向性に全年代をとおして環境を推進して

いくということが明確になるよう、何か一言を付け加えていただいた方

がわかりやすいかと考えています。 

（セ ン タ ー）業務内容となるとハードルが高いというところは認識しておりまして、

新計画からは評価指標を「消費生活センターの名前も相談機関であるこ

とも知っている市民の割合」という表現にしています。相談機関だとわ

かっている方はもっといらっしゃると思いますし、知らなかった方も消

費生活センターが相談できるところだと設問を見て知っていただくこ

とにも繋がるかと考えております。もう１つの環境教育と食育について

ですが、消費者教育の大きな括りの中で環境や食育があるためですが、

年代を問わず必要なものだと考えております。食育は学校に入る前から

必要なものですし、環境についてはどの年代でも必要なものだと考えて

おりますので、施策の見せ方を含め、検討させていただければと思いま

す。 

（佐々木会長）教育や食育など、「育」がつくと教育機関や学校でのいろいろな講座など

を想像するのですが、社会人や高齢者など一般の方々に対して、環境教

育や食育を推進していく体制はあるのでしょうか。 

（セ ン タ ー）環境教育・食育は、環境局で開催しているものがあり、せんだい環境学

習館たまきさんサロンを拠点として全世代に対する環境教育を行って

います。また、杜の都の市民環境教育・学習推進会議ＦＥＥＬＳｅｎｄ

ａｉという活動もあります。学校だけではなく、こどもから大人までの

年代を対象とした教育が具体的な施策の中には入っています。 

（佐々木会長）環境局で対応されているのであれば、十分かもしれませんが、消費生活

基本計画では環境への配慮は施策の柱の一つですので、消費生活センタ

ーでも施策があれば考えていただきたいと思います。 

（セ ン タ ー）消費生活センターでも年に数回ではありますが、一般市民向けの消費生

活講座を開催しておりまして、年に１回は環境に関する講座をやってい

きたいと考えております。 

（藤 居 委 員）全体的によくできている計画だと思いました。細かい改善点はあるかと

思いますが、これだけまとめるのは大変だったのではないかと思いまし

た。質問ですが、今まで仙台商工会議所の団体と活動をされたことはあ

りましたでしょうか。伊達学園やくらしのセミナーをされていますが、

先ほど髙山委員よりご意見のあった、中間層に向けた教育について、商

工会議所では、フードバンクの活動をする際に食品ロスをテーマとした

社会貢献のセミナーがあるなど、知る機会があります。商工会議所には

何千人も会員がおり、社会経験も豊富なので一般知識や消費者トラブル

もご存じの方が多いのですが、学生から社会人になったばかりの新入会
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員の方には教育研修のようなキャリア教育があるため、うまく活用でき

ないかと思いました。若者には、ＳＮＳに関連するトラブルや不祥事が

多く、罪の意識なくお客様の情報をＳＮＳに流してしまう方もいると聞

いています。そういった点はコンプライアンスの研修で教育できると思

いますが、その前に消費者教育も行えば、消費者の立場としての知識が

あった上で、自分が事業者の立場に変わった場合に、より一層理解が深

まるのではないかと思います。新入会員向けのセミナーとして、消費生

活センターが実施するセミナーのお話を聞けたらいいのではないかと

思いました。 

（佐々木会長）商工会議所でも持続可能な社会につながる研修や消費者トラブルの対策

に関連する研修をされているということでしょうか。 

（藤 居 委 員）商工会議所でやっているかどうかはわからないのですが、消費者トラブ

ルに関連するセミナーは受けたことがなく、新人教育の中にはマナーや

一般知識に関するものはあるのですが、消費者被害防止などのテーマも

盛り込めたらいいと考えています。社会貢献に関しては、委員会などで 

勉強しており、エシカル消費についてもそこで知りました。何かをきっ

かけに、うまく連携できたらと思いました。 

（セ ン タ ー）消費生活センターではさまざまなセミナーや講座を開催していますが、

中間層に対して消費生活センターからの情報が届きにくいと感じてい

るところもあります。事業者向けのセミナーも行いたいと考えてはいま

すが、年に１回程度となっております。ご協力いただけるということで

あれば、ぜひ、開催に向けてお力をお貸しいただければと思います。 

（佐々木会長）施策の柱Ⅲにもあるとおり、「持続可能な社会を目指すライフスタイルの

推進」と「ビジネススタイルの推進」と両方あるので、ビジネススタイ

ルとして事業者側からやってもらう方が効果的ではないかと思います

ので、ご協力いただけるようであればと思います。 

（藤 居 委 員）ぜひ持ち帰って相談したいと思います。 

（渡 辺 委 員）中間案を全体的に見させていただきまして、体系的にとてもまとまった

中間案だと思っております。その中で気になった点を指摘させていただ

きたいと思います。目標値と実績値が設定されていますが、10ページで

は高齢者・障害者向けセミナーが 40 回以上という目標があって実績が

14回となっています。27ページになると、現状値が 14回で目標値が 15

回で、現状値をもとに設定されているものなのかと思いました。設定値

の根拠を教えていただきたいと思います。また、目標値が実績値をもと

に作られているのであれば、この５年間を視野に入れた場合に、目標値

として妥当な数値なのかどうかを検討していただきたいと思っており

ます。伊達学園の実績が伸びていて、学校関連の取り組みで伸びたのは

とてもよかったと思います。ホームページで伊達学園を見させていただ

きましたが、各ライフステージ、小中高と、その年代にあったとてもい

い教材だと思います。その中で、数字が伸びていることに満足するので
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はなく、例えばどういうところで伸びているか、小・中学生ですと家庭

でこの教材を話題にする場面も多くあると思います。保護者向けの教材

を入れるなど、具体的な取り組みを充実していっていただきたいと思い

ます。伊達学園は毎年度見直しをされていてすばらしい教材なので、こ

ういった点を充実してほしいと思います。資料３の 27 ページで配食サ

ービスの目標値が 13 団体で現状は伸びているという分析をされて設定

されておりますが、チラシを配布されている事業者の方を通じて、何か

働きかけがあったかどうかや配食サービス先の高齢者の方からの反応

があったかどうかというところも検証しながら数値目標を設定したら

いいのかと考えています。より実効性のある数値目標の設定をお願いし

たいと思います。 

（セ ン タ ー）目標値と実績値ですが、講座は先方からの申し出に基づいて開催する形

式をとっております。コロナウイルス感染症で集まること自体が控えら

れる状況下で、件数がだいぶ下がってしまったというところです。前回

策定時は目標値に近い件数を維持して伸びてきていたところで設定し

たものですが、そういった中で達成できなかったという実情を踏まえま

して、実績値から見た目標の設定になっています。高齢の方向けでは町

内会や地域包括支援センターから依頼をいただいているところですが、

今までのように大勢集まって実施するのは今後難しくなっていくと考

えておりますので、オンラインやオンデマンドなど開催形式等の工夫を

今後考えていきたいと思います。次に伊達学園についてですが、小学生

はタブレット端末を家に持ち帰って勉強するなど、家庭で一緒に見てい

ただくことも可能な状況ですので、家庭でも使えるような保護者向けの

コンテンツなども充実させたいと考えております。保護者向けの教材や

啓発資料などを掲載しておりますが、今後とも見直しをしつつ、拡充し

ていきたいと考えております。先生方にも必要なときにいつでも活用で

きるようデータの充実も図っていきたいと考えております。配食サービ

スについては、事業者側から実際にどういうお声掛けがあるかやチラシ

を見た方の反応などは押さえていなかった部分ですので、ご意見も参考

にしながら事業を進めてまいりたいと思います。 

（渡 辺 委 員）コロナ以降ではオンラインでの開催が主流となっています。セミナーの

あり方は、今後高齢者に限らず見直していかなければならないと考えて

います。配食サービスに関しては、生協でも見守り協定を締結している

関係から、毎日高齢者に対してお声掛けをし、状況を把握しながら配食

サービスを進めている中で事例が出てきておりますので、センターの方

でもそういった情報を把握しながら、計画を進めていっていただきたい

と思います。 

（見 田 委 員）伊達学園を頑張って作ってよかったと思います。24ページのエシカル消

費という言葉を聞いたことがあるかというところですが、弱い部分だと

思います。小学校の家庭科の教科書に言葉として出てきてはいるのです
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が、伊達学園で学ぶ収入や支出、家庭の経済状況に応じた暮らし方や物

の選び方は濃く扱いますが、エシカル消費に関してしっかりと意識して

指導されている先生は非常に少ないという印象はあります。家庭科を専

門にしている教員の中でも、エシカル消費がまだまだ出てきていないで

すし、授業実践も出てきていないところなので、今後、小学校の教育の

中でも、課題として上がっていくところかなと思います。ここからの教

科書もまた変わっていきますし、小学生から新しく教育活動が実践され

ていくので、数値が上がっていくのはもう少し先かとは思いますが、底

上げを図っていきたいと考えているところです。 

（佐々木会長）実際の教育の現場では、エシカル消費という言葉が教える側からも教育

されていない中で、評価指標にしていることについてどう考えるかとい

う意見と思いましたがいかがでしょうか。 

（セ ン タ ー）ＳＤＧｓや消費者市民社会が消費者教育推進法で推進されており、なか

なか言葉の浸透が進まない中で、エシカル消費という新しい言葉も出て

きている状況です。エシカル消費という言葉の認知度は上がってきてお

り、仙台市民の調査結果は 39％で、国の結果より少し高い結果となって

います。教育を受けている小学生や中学生の方がエシカル消費という言

葉を知っていて、中間層的な大人の方の認知度が低いと感じるところも

あります。消費生活センターとしてもイベントの実施などを通して周知

に努めていきたいと考えています。 

（佐々木会長）直接物を買うときのトラブルに比べると、間接的に世の中に影響してい

くという点で私たちがイメージしにくいところで、一般にエシカル消費

という言葉が浸透しにくい点でもあるのかと考えています。巡り巡って

環境問題や自然災害にも繋がりかねない重要な消費者教育ですし、消費

者自身も自覚しなければならない問題だと考えます。ぜひ、伝え方など

に工夫していただきたいと思います。 

（萱 場 委 員）今までの会議での話を伺っているなかで、気になったことが２点ありま

す。高齢者向けの対応で、時代が変化しデジタル化が進んでいる中で、

高齢者はなかなかデジタル化についていけないのが現状だと思ってい

ます。デジタルの資料について周りに聞いてみますと、アクセスするの

も難しいのでしていないという話も聞きます。一方で、配食サービスの

チラシ配布だけで注意喚起できるかというと、そういうことでもなく、

難しいと思っています。高齢者の場合は、アナログな部分も必要かと思

っています。もう１つ、教育の現場は縦割り社会で、省庁や県、市がそ

れぞれの領域を守ってやっていると思いますが、県と市が、教育委員会

を巻き込んでうまく連携できたら、教育現場がもっとやりやすいのかな

と思いました。消費者教育は受験の科目に該当しないので、学校では時

間がないと言われることがあります。熱心な学校は消費生活センターに

講師を依頼すると思いますが、高校や中学校では受験対策が先行されて
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しまい難しいところがあるので、県と市で教育委員会を巻き込んで消費

者教育ができるようになったらいいと思っています。 

（セ ン タ ー）高齢者向けの対応では、アナログが必要なことについて、おっしゃると

おりだと思います。例えば、敬老行事が各区役所でありますが、消費生

活センターでは、センターパンフレットや啓発ティッシュを入れたもの

をお配りして、消費生活センターのＰＲをさせていただいております。

それから今回、高齢者の方の見守りのガイドブックを新しくし、高齢者

を見守る民生委員の方など周りの方に配布しています。見守りのポイン

トについて記載されたガイドブックも、冊子として作成しておりますの

で、必要に応じてアナログな部分でもしっかり啓発してまいりたいと考

えております。それから、教育に関してですが、県と市、消費者庁とも

情報共有をし、協力しながらやっていければと考えております。将来の

あるこどもたちが騙されないよう、消費者教育として、賢く生きるため

の知恵を教育・啓発していければと考えております。 

（鈴 木 委 員）エシカル消費について、言葉は知っているが内容はほとんど知らないと

いう結果でしたが、大学１年生にエシカル消費を知っていますかと聞き

ましたところ、高校で学びましたということで、全員が知っていました。

エシカルとは何かと聞きましたら、牛乳を奥から取らないこと、手まえ

どりをすることだとのことで、他にはと聞きましたところ、それしか教

わっていないとのことでした。内容をもう少し詳しく教える必要がある

と感じました。社会人はほとんど知らないのではと思いますので、啓発

や講座の実施などが必要だと考えております。もう１つ、今回、「個人情

報保護施策の推進」は削除となっておりますが、選挙事務に従事したり

国勢調査の現場の状況を聞いたりすると、個人情報について行き過ぎて

いると思うところがあります。選挙事務では、受付でお名前を確認して

投票券を渡すのですが、「なぜ名前を言うんだ。個人情報を流出させてい

る。」と激高される方がいます。国勢調査をされている方からのお話で

は、今はマンションのポストに名前を書かなかったり、個別訪問しても

名前を名乗らなかったりするのは当たり前で、インターネットで調べて

みると宅配で決められた時間の訪問以外には出てこないという場合も

あるとのことです。こういったことからも、個人情報保護法の遵守につ

いて、正しく理解してもらうための活動も必要ではないかと思っていま

す。国や市町村などの自治体が実施することに対して協力が得られない

ということにならないよう、法律や個人情報を正しく理解していただく

活動も必要ではないかと思いました。 

（セ ン タ ー）個人情報についてですが、施策の柱Ⅰからは削除したところですが、具

体的な施策としては、消費者教育の中に入ってきます。今後は最終案で

お示ししていくことになりますが、取組事項には残ります。さまざまな

施策が国勢調査という国の統計によって組み立てられていることを考

えますと、自治体の施策に反映される統計として大変重要なものであり、
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しっかり答えていただかないと、施策に正しく反映できなくなるという

危惧があります。そういった点も含めて、個人情報の正しい理解は必要

だと考えております。 

議題（２）その他 

（佐々木会長）議題（２）「その他」につきまして事務局より説明願います。 

（セ ン タ ー）それでは議題（２）「その他」といたしまして、資料４により今後のスケ

ジュールについてご説明させていただきます。本日の審議会終了後の予

定といたしましては、10 月 22 日から 11 月 21 日の期間でパブリックコ

メントの実施を予定しております。広く市民の皆様から中間案に対する

意見を募集いたします。募集については、市政だよりやホームページで

広報し、市民センターなどで様式や中間案を配布するほか、メールやホ

ームページからの電子申請でもご意見を提出することができます。この

募集により寄せられたご意見も参考としながら最終案を策定してまい

ります。来年２月には審議会においてパブリックコメントのご報告と併

せて最終案をご審議いただき、３月末に計画策定の予定となります。パ

ブリックコメントのご案内につきましては、募集開始時期に合わせて、

委員の皆様にもメールにてお送りいたします。今後のスケジュールにつ

いては以上です。 

（佐々木会長）今後の基本計画策定のスケジュールについての説明でありましたが、何

かご質問やご意見などありますでしょうか。今回の意見や質問を受けて、

それから 10月から 11月までもパブリックコメントをやった上で、最終

案を策定されるということすが、第４回でまた意見や質問を受けた場合

には、見直す機会はあるということでしょうか。 

（セ ン タ ー）本日の審議会でのご意見とパブリックコメントのご意見を受けまして、

最終案を策定します。最終案につきましては、第４回の審議会でお諮り

しまして、ご意見等がありましたらそこからの修正も可能です。広く市

民の皆様にご意見をお伺いするのは、パブリックコメントの期間となり

ますので、そこでさまざまなご意見をいただければと考えております。 

（佐々木会長）スケジュールに関することで他に何かありますでしょうか。もしないよ

うであれば、以上で議事を終了とさせていただきます。 


